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岡山市子ども・子育て会議について

子ども・子育て支援法において、市町村は、教育・保育施設などの利用定員を定める際や、市町村子ども・子育て支援事業計画を策
定・変更する際には、審議会その他合議制の機関の意見を聴くとともに、子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進
に関し必要な事項及び当該施策の実施状況について調査審議することとされていることから、本市においても、「岡山市子ども・子育て
会議」を設置し、子ども・子育て支援施策の推進を図ることとしています。

岡山市子ども・子育て会議

１ 組織

会議は、子ども・子育て支援に関し学識経験のある者、子ども・子育て支援に関する事業等に従事する者、保護者等により、20
人以内で組織するとともに、特別の事項の調査審議に必要な場合には、臨時委員を増員することができることとしています。
２ 委員の任期
委員の任期は３年とします。ただし、臨時委員の任期は、特別の事項に関する調査審議が終了するまでの間とします。

３ 会議の開催
会議は、次の事項を調査審議するため、会長が必要に応じ召集し、開催します。

４ 審議事項
○特定教育・保育施設（認定こども園、幼稚園、保育所など）の利用定員
○特定地域型保育事業（小規模保育、家庭的保育など）の利用定員
○国の基本指針に即して、5年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保、業務の円滑な実
施に関する計画（「市町村子ども・子育て支援事業計画」）
○子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び施策の実施状況

５ 部会
所掌事務の一部について調査審議するため、必要に応じて部会を置くことができます。
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